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さいたま市長９月定例記者会見 

平成２６年９月１８日（木曜日） 

午後１時３０分開会 

〇 進  行   定刻となりましたので、市長定例記者会見を始めさせていただきます。 

         それでは、記者クラブ幹事社の東京新聞社さん、進行をよろしくお願い

いたします。 

〇 東京新聞   ９月の幹事社を務めます東京新聞社です。 

         では、きょうの内容について市長から説明をお願いします。 

〇 市  長   皆さん、こんにちは。 

         本日は、議題に入る前に１つお知らせがございます。記者さんには既に

お知らせをしておりますが、本日記者会見終了後の１５時５０分より見沼

区内の東部環境センターにおきまして、関係者のご出席のもと、パッケー

ジ型スマート水素ステーションのシステム概要説明並びに引き渡し式を開

催いたします。 

         このパッケージ型スマート水素ステーションは、本田技研工業及び岩谷

産業のご協力により開発をされました世界最新鋭の水素ステーション設備

と伺っており、市内はもとより、世界でも初めての設置となるものでござ

います。この設備は、本市が推進をしておりますＥ―ＫＩＺＵＮＡプロジ

ェクトの推進のみならず、我が国の次世代エネルギー施設の普及に大きく

寄与するものとして、私も大いに期待を寄せております。記者の皆様にも

ぜひ取材をいただき、すばらしい設備を広く市民の皆様にお知らせをいた

だきますようお願いをいたします。 

         それでは、本日の議題に入らせていただきます。 

         議題１「生活協同組合コープみらいと幅広い分野において包括連携協定

を締結します」ということについてご説明をさせていただきます。 

         本市では、企業・団体等と市が幅広い分野におきまして連携・協働し、

市民サービスの向上、あるいは地域の活性化を図る包括連携協定の締結を

市長発表：議題１「生活協同組合コープみらいと幅広

い分野において包括連携協定を締結します」
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進めてまいりました。幾つかの企業、団体と協定の締結について意見交換

や協議を進めてきた中で「生活協同組合コープみらい様」と協議が整いま

して、このたび「企業との連携・協働のパートナーシップ」であります包

括連携協定を締結する運びとなりましたので、お知らせをいたします。 

         まず初めに、「包括協定の目的」についてご説明をさせていただきます。

この「包括協定」は、企業等と市が包括的に連携・協働して、それぞれの

資源や特色を生かしながら、幅広い分野において市民サービスの向上と地

域の活性化を図ることを目的として協定を締結するものでございます。 

既に県におきましては１３事業者と協定を締結するなど、全国でさまざ

まな包括協定が締結されており、本市では今回の協定が多岐にわたる分野

において企業と包括連携協定を締結する第１号ということになります。 

         次に、コープみらい様の概要についてご説明をさせていただきます。コ

ープみらいは、さいたまコープ、ちばコープ、コープとうきょうの３社が

合併して設立をされました、市内の組合員数約１８万人の生活協同組合で、

市内に２１の店舗、事業所があり、店舗事業をはじめ宅配事業、また共済

など、組合員の生活全般をサポートしております。 

         次に、「協定する分野」についてご説明をします。このたびの包括協定に

ついては、幅広い分野を対象としております。 

子育て支援に関すること。子ども・青少年育成に関すること。高齢者支

援、障害者支援に関すること。健康増進、食育に関すること。スポーツ、

文化、芸術の振興に関すること。シティセールス、観光振興に関すること。

地域・暮らしの安心・安全、災害対策に関すること。環境保全に関するこ

と。その他市民サービスの向上と地域の活性化に関すること。など、９項

目について締結をすることになっております。 

         次に、この締結時に実施する具体的な事業についてご説明いたします。

まず１つ目は、「大学と市が連携した「さいたまクリテリウム」にちなんだ

レシピ作成の支援」ということでございます。こちらは、さいたまクリテ

リウムにちなんだレシピを国際学院埼玉短期大学と市が開発するに当たり

まして、コープみらい様より支援をいただきながらレシピを完成させるも

のであります。完成したレシピは、市がさいたまクリテリウムのＰＲを行

う際や食育啓発等に活用する予定です。 
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         次に、「長生き応援相談会の開催」でございます。コープみらいの介護事

業所と市の地域包括支援センターが連携し、コープみらいの店舗に来店し

た方に出張健康相談を行うというものでありまして、浦和区と南区の市内

２店舗での開催を予定しております。 

         さらに、「南区「駅からハイキング」事業への協賛」ということについて

ですが、南区におきまして来月１０月４日土曜日に開催をされますウォー

キングイベント「緑と水辺のまち南区を巡る」駅からハイキングにおきま

して、協賛品の配布や参加者とのふれあい企画など、イベントを盛り上げ

ていただく予定となっております。今後も多岐にわたる分野で連携・協働

できる事業者を増やしていこうと考えております。 

         なお、参考までに、「市とコープみらい様が既に実施している協定、取組・

事業」についてご紹介をいたしますと、平成１５年に締結をいたしました

「災害協定や防災訓練などの協力」、平成２４年に締結をしました、子供を

見守る「子ども安全協定」、支援を必要とする市民を早期に発見する「要支

援世帯の早期把握のための対策事業の協力に関する協定」、また毎年１０月

に開催をしております「消費生活展へのブース出展」など既に連携をして

おります。 

         最後に、協定締結式のご案内でありますが、協定締結式は、来週９月

２４日水曜日午後３時からさいたま市役所本庁舎４階の政策会議室におき

ましてとり行う予定としております。記者の皆様におかれましては、フォ

トセッションなど取材にお越しをいただきますようお願いをいたします。 

         今後もさまざまな企業、団体と包括連携協定を結ぶことによりまして、

さらなる市民サービスの向上と地域の活性化を図ってまいりたいと考えて

おります。 

         議題１につきましては以上です。 

次に、議題２「しあわせ倍増プラン２０１３及び行財政改革推進プラン

市長発表：

議題２「しあわせ倍増プラン 2013」及び「行財政改
革推進プラン 2013」の平成 25年度達成状況を報告し
ます。
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２０１３の平成２５年度達成状況を報告します」についてご説明をさせて

いただきます。 

         私は、これからの１００年を見据えた活力あるまちづくりを進める観点

から、「市民一人ひとりがしあわせを実感できる都市」を実現するため、「し

あわせ倍増プラン２０１３」を、また「市民、企業から選ばれるという都

市」を実現するための「成長戦略」、これを柱にしながら、これらの２つの

取組を下支えしようということで、「高品質経営」市役所への転換を促すも

のとして「行財政改革推進プラン２０１３」という、この３つを推進して

いこうと考えております。 

         本日は、「しあわせ実感都市の実現」に向けて策定をしました「しあわせ

倍増プラン２０１３」、またそれを下支えいたします「行財政改革推進プラ

ン２０１３」、この２つのプランについての平成２５年度の実績について内

部評価を実施いたしましたので、これらの内容についてご説明をさせてい

ただきたいと思います。 

         まず、プランの評価についてでございますが、平成２７年度に行います

計画２年目の中間評価、そして平成２８年度に行います最終の評価につき

ましては、市民や有識者等によります外部評価を実施することとしており

ますが、今回の平成２５年度の実績評価につきましては、プラン策定初年

度ということで、「内部評価」という形をとらせていただいております。 

         次に、対象事業といたしましては、「しあわせ倍増プラン２０１３」につ

いては１１１の全ての事業が、また「行財政改革推進プラン２０１３」に

ついては３つの基本目標に対する目標指標とプランに掲げた５４の事業が

今回の評価対象となっております。 

         なお、目標が未達成となっている事業、この評価基準で言いますとＣの

事業については、何が支障となり、どんな対応を行っていくのかを明らか

にするため、今回から新たに課題と対策というものを報告書に記載させて

いただいております。評価基準につきましては、定量的な目標に係る区分

として、Ａ、Ｂ、Ｃの３段階で評価をさせていただいております。 

         それでは初めに、「しあわせ倍増プラン２０１３」の達成状況についてご

説明をさせていただきます。倍増プランの１１１の事業の平成２５年度の

達成度について評価をさせていただきました。まず、１８の事業について
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は「目標を上回って達成」ということであります。また、７９の事業につ

いては「目標をおおむね達成」ということでございます。そして、１４の

事業については「目標を未達成」ということになりました。 

         その結果、「目標を上回って達成」と「目標をおおむね達成」を合わせま

すと、いわゆる「目標を達成した」という事業は１１１の事業のうち９７の

事業となりまして、割合では８７．４％ということで、約９割を占める結

果となりました。 

         それでは、目標を上回って達成した事業について、主なものについて説

明をさせていただきます。まず１つ目は、「子育てパパ応援プロジェクト」

についてでございます。 

         父親の育児意欲の向上のために子育て支援センターが開催する講座ある

いはイベントへの参加者や施設利用者について５，０００人という目標を

立てておりましたが、実績としましては６，３７７人のご利用をいただき

ました。 

         ２つ目は、「アクティブチケット事業の拡充」でございます。介護ボラン

ティアや介護予防教室参加者にお配りをしておりますアクティブチケット

の利用枚数につきまして１０，０００枚の目標としておりますが、実績と

しては１万５，１５６枚というご利用をいただきました。 

         そして、３つ目は「特別支援学級の設置」でございます。これは、毎年

４校の設置を目標にしてまいりました。必要性が高く、比較的簡易に設置

ができる学校から整備を行おうということで進めてまいりました結果、実

績としては１４校実施をすることができました。 

         そして、４つ目は「自治会加入の促進」ということでありまして、地域

活動の中核となる自治会の活性化に向けまして、昨今この加入数が非常に

減少してきておりますが、加入世帯数を増やす取組ということで

１，５００世帯の増というものを目指しておりましたけれども、実績とし

ては３，３１３世帯に新たに加入していただくことができました。 

         また、目標を未達成となった事業についてでございますけれども、１つ

目は特定健診受診率を６０％に向上させるという目標であります。いわゆ

るメタボ健診の受診率の向上を目指すという取組でありますが、平成

２５年度の３９％という目標に対しまして、実績としては３４．２％とい
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う結果となりました。中でも４０歳から５０歳代の方の受診率が低いため

に、今後その年代を重点的に受診勧奨を行う等、取組を強化していきたい

と考えております。 

         ２つ目は、消防団の充実強化ということであります。地域の消防、防災

活動の要となります消防団の人数の増加を目指す取組ですけれども、目標

は２５名増でしたけれども、実績としては５名増にとどまりました。 

         これは、６３人の方に新たに入団をしていただきましたけれども、お仕

事やお体の都合でお辞めになる方もおられまして、これらが５８名いらっ

しゃいました。結果として、差し引きで５名の増ということになったわけ

でございます。 

         平成２６年度からは、団員候補者の裾野拡大に向けて、市内企業あるい

は大学生等への説明会を実施して消防団の団員数の目標を達成していきた

いと考えております。 

         ３つ目は、駅のバリアフリー化の促進でございます。市内４つの駅を整

備するという目標を立てさせていただきましたけれども、工事の遅れ、あ

るいは入札で落札せず契約できなかった駅などがありましたために、実績

としては２つの駅しか整備できなかったということで、２５年度に契約で

きなかったものについては、６月補正予算で予算を増額いたしましたので、

早期整備を進めていきたいと考えております。 

         続きまして、「行財政改革推進プラン２０１３」の達成状況についてご説

明をさせていただきます。 

         まず初めに、３つの基本目標に対する平成２５年度の達成状況となりま

すが、「見える改革」に掲げました「市民目線改革度」、こちらは毎年度実

施しております市民意識調査におきまして、市民目線で本市における行財

政改革の進展度をはかることができる項目として、３つの項目を設定して

おりますが、「市民満足度」、「改革に対する評価」、「職員に対するイメージ」

では、平成２８年度までの目標７０％に対しまして、それぞれ５６％、

４８％、４７％という結果となりました。 

         市民目線改革度に掲げました３項目の達成度が低いといった状況もござ

います。引き続き市民目線での行財政改革を推進するとともに、計画期間

最終年度であります平成２８年度までにこの７０％という数値を達成して
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いきたいと考えます。 

         次に、「生む改革」でございます。「生む改革」につきましては、平成２５年

度から２８年度までの４年間で財源創出５００億円を目標として設定して

いるところです。このうち平成２５年の目標としては１３６億円に対して

は、目標をやや上回りまして、実績としては１４７億円、達成率としては

１０８％を達成することができました。 

         次に、「人の改革」というところでありますけれども、これは「職員意識

改革度」ということでありますが、これは毎年度実施をしております「職

員意識調査」の結果をもとに、職員の意識改革や組織文化の醸成がどの程

度進展しているかを測るものでございまして、「働きがい」、「改革・改善風

土」、「職員満足度」とも平成２８年度までに目標８０％という目標を立て

ております。これについては、実績としては８０％、７６％、８０％とい

うことになっておりまして、この２５年時点でかなり目標を達成したり、

あるいは近づいてきているという状況でございます。 

         しかしながら、もう一方で時間外勤務時間数という目標については、（平

成２８年度までに、）平成２４年度比で１２％削減するという目標について

は、平成２５年度については２％増という結果となりまして、目標を達成

することができませんでした。 

         ただし、「職員意識調査」の結果をもとに、職員自身のワーク・ライフ・

バランスの確保ということについてはかる指標は平成２８年度までに

８０％という目標を立ててございますが、今年（平成２５年度）は７０％

ということで、おおむねこの目標に向けて進んでいるというようなことが

言えるだろうと思っております。引き続き職員の時間外勤務時間を縮減す

ることでワーク・ライフ・バランスの確保を目指してまいりたいと考えて

おります。 

         続きまして、細かい事業のほうに移りたいと思います。改革プログラム

事業、４６項目、５４事業の結果評価でございます。まず、５事業が「目

標を上回って達成」、Ａランクということであります。そして、４７事業が

「目標をおおむね達成」ということで、Ｂランクでございます。そして、

２事業が「目標を未達成」ということでＣランクということで、目標を達

成した事業数は５２事業ということで、割合としては９６．３％というこ
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とで、９割を上回る結果となりました。 

         次に、目標を上回って達成した事業について、または未達成となった事

業について主なものを説明させていただきます。まず、上回って達成した

事業につきましては、市税の収納率向上に継続的に取り組むということで、

指標として掲げました市税収納率及び収入未済額とも目標を上回って達成

することができました。 

         また、「人の改革」に掲げました一職員一改善提案制度の推進により、改

善事例の報告が目標としました８，０００件に対して実績として１万

７６４件ということで、これも目標を上回る成果を上げることができまし

て、職員の意識改革に資する事業の達成度が高いという結果になりました。 

         また、「目標未達成となった事業」についてでございますが、市長室打ち

合わせのペーパーレス化ということでございまして、これは実施率８０％

というのを目標にしましたけれども、実績としては５５．０％、用紙の削

減目標として７，２００枚というのを掲げましたが、実績としては約半分

の３，６１８枚という結果に終わりました。 

         以上、２つのプランの平成２５年度の達成状況を説明させていただきま

したが、目標を上回る事業もあった一方で、目標未達成となった事業もご

ざいます。 

特にこの未達成となった事業につきましては、何が課題であったのか、

またそのための対策なども報告書には記載をさせていただいております。

現行の達成率に満足することなく、平成２８年度末までの３年間において、

より多くの事業の目標を達成すべく、引き続き全力で取り組んでまいりた

いと考えております。 

         私の説明は以上です。 

〇 東京新聞   ありがとうございます。

         では、幹事社のほうから何点か質問させてください。まず、しあわせ倍

増プラン２０１３についてなんですが、１１１事業のうち９７事業で目標

を達成したというふうになっていますが、これは全体を捉えて市長はどの

ように、順調にこれまでは進んできているというふうに評価されています

議題に関する質疑
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でしょうか。

〇 市  長   まず、「目標を上回って達成」というものと「目標をおおむね達成」を合

わせた数値が約９割近くになったということについては、まずまずの成果

であると考えております。しかし、まだ計画そのものがスタートして１年

目ということ、あるいは策定時期からまだ３か月ぐらいの評価ということ

でありますので、やはり２年目、３年目というところが大変重要な時期だ

ろうと思っておりますので、この４年間の目標達成に向けて今年度以降の

取組をさらに強化していきたいと考えております。

〇 東京新聞   もう一点お願いします。この報告書を見ると、この未達成のうち例えば

駅のバリアフリー化の促進なんていうところで言うと、入札が不調だった

というようなことだと思うんですが、そのような理由が書いてあるんです

が、これは例えば今後を見てもなかなか改善するような状況ではないと思

うんですが、例えばこういう例のように、この挙げた事業の中で今後も達

成が難しそうだと現時点で見込まれるようなものというのは、これもそれ

に当たるのか、もしくはほかにもそういうものがあるのか、どのように考

えていらっしゃいますか。

〇 市  長   まず、駅のバリアフリー化については、昨今の資材の高騰などがベース

となって不調となっておりますので、６月の定例会でそういったものにつ

いての補正予算を組ませていただきましたので、それは対応できるだろう

と思っておりますが、それ以外の幾つかの項目については、おおむね今後

の努力によって達成ができるだろうとは思っております。

ただ、今後達成できたもの、あるいはできなかったことも含めて、２年

目に外部評価等をいただきますので、その中で目標ということについての

見直しというようなことも含めて検討していきたいと思っております。

〇 東京新聞   行革プラン２０１３のほうの未達成のペーパーレス化の話ですが、これ

はなぜ難しいのかというのを少し具体的に、あるいは今後改善する課題に

対して具体的にどのような方法でこの目標８０％というものを達成したい

のかというのを教えてください。

〇 市  長   ペーパーレス化については、これまでは紙に書いた形の中で説明をされ

てきましたので、どちらかというとその習慣を変えなければいけないとい

う部分だろうと思っていますし、あと急に今、説明を要するというタイミ
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ングもありますので、その中で昨年度については、必ずしもこのペーパー

レスという形でできなかったということがございます。今年度は行政会議

などでも積極的にこのペーパーレス化の会議を進めさせていただいており

ますし、この習慣づけということを徹底させていくことによって達成がで

きると思っておりますので、その習慣づけができるよう、これはもうとに

かく私も含めて説明をする所管課もしっかりと取り組んでいかなければい

けないと思っております。

〇 東京新聞   幹事社からは以上です。

         各社から議題について質問があればお願いします。

〇テレビ埼玉   テレビ埼玉ですけれども、議題１について２点伺いたいと思います。包

括連携協定を初めて結んだ相手としてコープみらいを選んだ理由について

お聞かせいただきたいのと、あと１８万人の組合員を持つ団体と組むこと

でどういったメリットがあるか、市長はどのようにお考えかということを

２点お願いします。

〇 市  長   まず、第１号がコープみらい様になったということについてですが、基

本的にコープみらい様が高齢福祉や見守り、あるいはそれ以外の多様な分

野で地域に根差した活動を行っていらっしゃるということ、それから生活

協同組合として市内に約１８万人の会員を持つということ、それからさい

たま市内に本部を置いているというようなことなどを挙げておりますけれ

ども、基本的にはコープみらいさんに限らず幾つかのこういう大手などの

事業者の皆さんとも協議を進めてまいりましたけれども、まずコープみら

いさんとの協定締結の協議が整ったということがございましたので、まず

第１号ということでコープみらいさんと締結をさせていただいたというと

ころです。

         それから、期待されることでありますけども、先ほども少し説明をさせ

ていただきましたけれども、コープみらいさんは非常に福祉であるとか子

育て支援、あるいは見守り、あるいは生活に関するかなりきめ細やかな地

域に密着した活動をこれまでも展開をしていただいております。

そういう意味では、市が進めている行政とも関連した分野も多々ござい

ますので、連携をしていただくことによって相乗効果を上げられたり、あ

るいは行政と事業者との役割分担ということの中で積極的にそういった市
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民サービスの向上を図ることができると考えております。

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。

         先ほど幹事社さんからの質問で１つなかったんですが、行革プランにつ

いての市長の評価はいかがでしょうか。

〇 市  長   行革についても、おおむねというか、こちらのほうはかなり今年度の達

成状況ということでは高い数値ということが言えるかと思いますが、こち

らのほうも２年目、３年目、これからがまさに本番ということになろうか

と思いますので、これで安心することなく、しっかりと行財政改革を進め

ていくと。

私たちが目指しているのは、単に歳出を削るというような発想だけでは

なくて、「高品質な自治体」というものをつくっていこうということですの

で、市民の皆さんからも満足度が高く、あるいは働いている職員からも満

足度の高い、そういった自治体にしていきたいと思います。

〇 埼玉新聞   あと、もう一点なんですが、この２つのプランについてですが、達成率

というところですとかなり高いように見えますが、達成できたもの、でき

ないものを見ますと、比較的達成しやすいものが達成できていて、例えば

しあわせ倍増プランなんかですと、特定健診の受診率とか、意識改革をし

なくちゃいけないとか、そういったものがあったり、消防団、これはさい

たま市だけじゃなく、全国的に高齢化と人員不足が問題になっていますよ

ね。こういった達成が難しいものが残っているように感じるんですが、そ

の中身の部分の評価と、そういったものを達成するためにどのようにして

いきたいと考えていますでしょうか。

〇 市  長   ２年目についても、それぞれまた高い目標、高いというか、それぞれの

目標を立てておりますけれども、もちろんそれらを達成することがまず第

１でありますけれど、特に今回達成できなかったところ、特に特出しをし

て課題であるとか、あるいはそのための対策というようなことも掲げさせ

ていただいております。そこは今年度として特に重視して、その目標達成

に向けて取り組んでいかなければいけない課題だと思っております。

特に今挙げられました特定健診の部分については、これまでも取り組ん

で、今も早期の特定健診を受けていただくためのキャンペーンなどもやっ

たりして対策を強化しているところですが、いずれにしましてもそういっ
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た取り組んできた施策の評価なども含めまして、より一層拡充をして目標

をしっかりと実現するということに取り組んでいきたいと思っております。

〇 朝日新聞   朝日新聞です。

         包括協定のほうなんですけども、ほかに何事業者ぐらいと今のところ協

定を結んでいこうというお考えかをお伺いします。

〇 事務局    先ほど市長のほうから説明ありましたように、複数の、例えばコンビニ

の大手の方とか、そういった会社さんとお話はさせていただいているので

が、今現在まだ協定締結までは協議のほうが整っていませんので、先方様

のほうのご都合等もありますので、お名前等は差し控えさせていただきた

いのですが、複数の会社さんと今お話をさせていただいている、そういっ

た状況でございます。

〇 朝日新聞   あと、行革プランのほうで時間外勤務のほうが２％増となっているんで

すけど、この原因と今後の対策みたいなものをどうお考えか、あと市長の

ご感想はどんなご感想でしょうか。

〇 市  長   特に行革については、ここの部分が非常に大きな課題の一つだろうと思

っております。時間外勤務の縮減に向けて人事担当部局と所管部局により

ます取り組み計画書の作成、またヒアリングの実施、改善計画書の作成、

実施、報告というのを行ってまいりましたけれども、総勤務時間数は取組

指標を超過するという結果となりました。

削減できなかった主な原因としては、新規業務あるいは臨時的業務、業

務の特定期間への集中、それからベテラン職員など特定の職員への業務集

中、また人事異動等による職員の知識及びスキル不足などが挙げられると

考えております。現在、全局長及び全区長のマネジメントをもって対象職

員全員の毎日の時間外勤務を掌握し、所管所属長の厳格な勤務命令を確認

するように指示をしております。

なお、継続的に長時間勤務が改善しない、あるいは同じ所管の職員にも

かかわらず超過勤務時間に大きな個人差がある場合については、局区長の

マネジメントが適切に実施されているかを私自らヒアリングをさせていた

だいているところです。

いずれにしましても、このワーク・ライフ・バランスということが職員

の満足度を上げていくためにも大変重要なことであると認識をしておりま
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すので、特にこの時間外勤務、ワーク・ライフ・バランスの確保というこ

とについては、今年度以上にさらに強化をして取り組んでいきたいと考え

ております。

〇 時事通信   時事通信です。

         今回の評価は内部評価ということで、これは各所管が評価したというこ

とでいいのですか。

〇 市  長   各所管が案をつくってまいりまして、そして最終的に私や副市長など幹

部職員がその状況についてヒアリングをした上で最終的に内部評価として

まとめさせていただいたものでございます。

〇 時事通信   来年度の市民評価委員会の構成だとか人数について、決まっていること

があれば教えてください。

〇 市  長   現時点ではまだ決まってはいないと思いますが、昨年度の例でいくと

１５名の方にやっていただきました。これも基本的には各種団体、あるい

は専門家の委員の皆さん、それから公募による方々に関わっていただいて、

かなり長時間にわたって評価をいただいたという経緯がございます。昨年

度の経緯など、あるいはその取組についての評価なども踏まえて、今年度

はそういったことを見直しつつ来年度評価をしていきたいと思います。

〇 東京新聞   よろしいですか。

では、幹事社から代表質問させていただきます。デング熱についてなん

ですけれども、全国で感染者が広がっている状況なんですが、さいたま市

内の例えば公園とかが感染源になったというようなケースが想定されるよ

うな場合、市としてどのような対応を考えていらっしゃるのか、またそれ

に向けて何か備え等はされているのかをまず聞かせてください。

〇 市  長   それでは、幹事社の質問にお答えしたいと思います。

         市内でデング熱の感染源として疑われる場所が特定された場合、感染症

法に基づきまして、保健所長が必要と認めるときは、その場所を管理する

者に対して蚊を駆除するよう命ずることになっております。 

幹事社質問：デング熱に関して、

①市内の公園などにデング熱の感染源の疑いが出た

場合の市の対応や準備について
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         なお、蚊がウイルスを保有しているか否かの検査については、健康科学

研究センターで準備を進めているところであります。 

         市民の皆さんには、デング熱だけではなく、蚊による感染症はほかにも

ございますので、屋外の蚊が多くいる場所で活動する場合には、できるだ

け肌を露出しない、虫除け剤を使用するなど、蚊に刺されないように注意

をしていただくように呼びかけていきたいと思います。 

         また、蚊の発生を抑えることも大切であるために、植木鉢の水受け皿な

どにたまった水を放置しないなどの対策もお願いしたいということで呼

びかけてまいりたいと思います。 

〇 東京新聞   もう一点、関連してなんですが、感染症の事例について、これまでもＯ

１５７などで情報提供いただいているんですけれども、その情報提供の方

法で、現在は例えば年齢については１０代とか２０代とか、職業について

は提供されていません。それから、感染ルートに関することで、前に発表

した感染者の例えば家族かどうかというのも、家族という表現ではなくて

同居者とか接触者というような表現になっています。これについて、予防

につながるとか不要な不安をあおらないというような観点から、個人が特

定されない範囲でもう少し詳しく具体的に情報提供いただきたいと思う

のですが、それについて市長はどのようにお考えでしょうか。 

〇 市  長   それでは、幹事社質問にお答えをしたいと思います。 

         まず、Ｏ１５７などの感染症事例について年間平均５０件程度の情報提

供をしておりますが、その多くは調査を行っても感染経路が不明であるも

のが多くなっております。ご指摘のどこのどういう人がどういう経路で感

染したのかという情報は、市民が対策をとる上で大変有用な情報であると

考えておりますが、さきに述べたとおり、感染経路が不明であるというこ

とが多く、どこまでお伝えすべきかは事案に応じて検討せざるを得ないと

考えております。 

         また、事例の多くは家庭内など限られた範囲での患者発生にとどまって

幹事社質問

②O-157などの感染症事例の情報提供方法の見直しに
ついて
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いる状況もあり、このような個別的な事案について情報提供する自治体に

ついては多くないという状況もございますので、そういった状況なども踏

まえて、現状の情報提供の方法が市民にとって本当に有用なのかというこ

とについては見きわめる必要があると考えております。 

         一方で、ＳＡＲＳや新型インフルエンザなど市民が知らないうちに感染

してしまうような事例では、公益的な観点から、蔓延防止につながる項目

をお伝えしたほうが望ましいケースもあると考えており、このような特異

的なケースには、公衆衛生的な視点から必要な情報を取捨選択し、患者の

プライバシーに配慮しながら柔軟な対応をしていくことについて検討し

ていきたいと考えております。 

〇 東京新聞   済みません。１点質問を飛ばしてしまって、戻ってしまうんですが、デ

ング熱のような感染症で、エボラ出血熱のような非常に命にかかわるよう

な感染症もあると思いますが、こういうものに向けて、今の段階からさら

に何か対策だとか想定をした対応策みたいなものを必要だというふうに

考えていらっしゃいますか。 

〇 市  長   エボラ出血熱につきましては、８月７日に厚生労働省から「疑い患者が

発生した場合の標準的な対応フロー」というものが示されておりまして、

市はそのフローに従って対応することになります。早速患者発生時の対応

について関係各所に対して手順などを確認するように指示をしたところ

です。 

また、医師会を通じまして、医療機関に対し厚生労働省から通知をされ

ました「疑い患者が発生した場合の標準的な対応フロー」について情報提

供を行って、患者発生時に速やかに保健所に連絡をいただくように依頼を

したところです。 

         次に、感染症への備えとしては、新型インフルエンザ等の発生を念頭に

感染防護具などを平成２０年度から備蓄をしております。今後とも適正な

保管に努め、必要な場合には直ちに使用していきたいと思っております。

幹事社質問

③エボラ出血熱などの命に関わるような感染症に対す

る対策について
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さらに、現在新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく市行動計画の

年内の策定に向けまして全庁的に検討を進めております。１０月には市民

の方へパブリックコメントの募集を予定しております。この計画は、命に

かかわるような新感染症の対策も含んでおり、万一の場合にはこの計画に

従い、対応することになります。今後とも感染症対策の充実に努め、関係

機関、関係各所と連携し、対策をしっかりと講じてまいりたいと思ってお

ります。 

〇 東京新聞   ありがとうございます。 

         幹事社質問に対して、各社質問があればお願いします。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞です。 

         先ほどの感染者情報の提供に関してなんですが、その感染症の状況と、

あと病気の内容によって適切にどこまで情報を出すかというのを判断し

たいということなんですが、今まではかなりほかの自治体とか県とかに比

べて出てくる情報が少ないような状況でしたが、そうすると状況によって

はもうちょっと情報提供されるという、そういう可能性があるという理解

でよろしいでしょうか。 

〇 市  長   ケース・バイ・ケースということになると思うのですが、感染症によっ

ては当然そういったことが必要になると考えておりますので、それについ

ては柔軟に対応して検討していきたいと考えております。 

〇 埼玉新聞   あと、もう一点なんですが、先日のデング熱の情報なんですが、厚生労

働省に一元化して発表するということで対応されていました。こういった

感染症について、どちらがどう出すかということでお互いに意思疎通をし

ないといけないというのはよくわかるんですが、ただ１点、これはお願い

も含めてなんですが、地元のメディアにとっては、取材対象として厚生労

働省というのはなかなか取材できる窓口がなかったりするものですから、

ぜひ検討いただきたいんですが、出す情報をすり合わせた上で、市のほう

に聞いても同じ情報が出るようにしていただきたいんですが、その辺はど

のようにお考えでしょうか。 

〇 市  長   基本的には、出す情報は同じでないといけないので、厚生労働省と調整

幹事社質問に関する質問
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をして、発信するのは厚生労働省、どちらで聞いても同じ情報ということ

になるということになると思いますけども、現場から調整して出せる情報

等、その辺をきちんと固めた上でということになると思うので、今後のフ

ロー、マニュアル的なものをつくっていく中で、時系列が違ったりすると

また混乱を起こす可能性もありますので、その辺については十分厚生労働

省などとも調整をしてからでないと今ご返事はできないと思いますけど

も、基本的にはこういったものについてはなるべく一元化をした形の対応

が必要だと思っておりますので、その中でどういう役割分担ができるかと

いうことについては十分検討して、また対応していきたいと思います。 

〇 朝日新聞   関連してなんですけども、先ほどさいたま市よりも詳しい情報を出して

いる自治体が多くない旨のご発言があったと思うんですが、それはどのよ

うな自治体をどれぐらい調べられてのその多くないということなのかを

ちょっと教えていただきたいんですが。 

〇 事務局    全国の政令市さんのほうに状況を伺ったところで、いろいろな自治体が

ございまして、当市と同じように個別例でも発表している場合もあれば、

個別例については発表していないという自治体さんもございまして、多種

多様でございまして、どこかに一本化されているという状況ではございま

せんでした。私どものほうでは、一応全政令市さんのほうには状況につい

てお問い合わせさせていただいております。 

〇 朝日新聞   その全政令市を調べた上で、さいたま市より詳しい市は少なかったとい

うことなんでしょうか。 

〇 事務局    今個別的に１例１例情報提供させていただいているんですけれども、そ

ういう取り扱いをされているところは少なかった。ほとんどの場合は、

１例１例の場合には発表していないというところも逆にございまして、い

ろいろな対応、先ほど市長もおっしゃっていましたけれども、ケース・バ

イ・ケースでやられているところが多かったと認識しております。 

〇 ＮＨＫ    今の対応なんですけれども、要は１例１例発表するのが必要ではなくて、

発表するときの内容が例えば今さいたま市さんだと１０代女性とかすご

くアバウトなんです。ほかの市だと、例えば小学何年生で、例えばさいた

ま市何とか区というところまで出すと思うんですけれども、そのあたり、

さいたま市は食中毒で１例１例出していただいていますけど、内容が非常
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に薄いと思います。市長もおっしゃっていましたけれども、今非常にデン

グ熱ですとかエボラ出血熱とかということで国ですらもっと細かい情報

を出している中、去年から申し上げていることなんですけれども、さいた

ま市は食中毒なり感染症のところで非常に情報が薄いように思うんです

けれども、先ほど感染症に関しては柔軟に対応していきたいと市長はおっ

しゃいましたけれども、これに機に発表基準を見直すということはいかが

でしょうか。 

〇 市  長   基準云々の見直しも含めて、どういうふうに対応していくか、さっき言

ったように、１例１例出すことが必要なのかどうかということも踏まえて

もう少し検討して、その際にどういった情報を出すべきなのかということ

も含めて検討していきたいと思っております。 

〇 東京新聞   今の関連で、少し細かい点なんですが、例えば１０代というふうに発表

するのと中学３年生というふうに発表するのと、中学３年生であるほうが

どの年代の子がどういう生活環境で感染したのかというのが非常にわか

りやすいと思うんですけれども、それでも１０代というふうに発表しなき

ゃいけない理由があるとしたら、それは何だというふうにお考えなんでし

ょうか。中学３年生というのが難しい理由というのは、どういうところな

んでしょうか。 

〇 市  長   先ほども申し上げましたとおり、それぞれのケースによって、どういう

感染症であるかとか、そういったものによって出さなきゃいけない情報と

いうのがある程度見えてくると思っておりますので、そういったことも含

めて考えていきたいということでございます。 

〇 読売新聞   読売新聞です。 

         今の話に関連してなんですけど、いわゆる感染症に関する情報提供の基

準というか、どこまで出すかということについては、今後検討して何らか

の基準をこちらというか、記者クラブサイドに示していただけるというよ

うな、そういうことなんでしょうかね、今の話からいくと。何か見直して、

新たに。 

〇 市  長   ええ。それで、どういう形にします、あるいは皆さんからちょっとご意

見伺うようなこともあるあるかもしれませんけれども、いずれしてもどう

いうふうにするということの方向性は出したいと思います。 
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〇 読売新聞   わかりました。 

〇 市  長   いつごろというところまで、ちょっとまだ申し上げられませんけども、

全体として、さっきも言ったように個別のケースを出すべきかどうかとい

うようなことも含めて、ちょっといろんな形でもう一回ちょっと見直しを

していこうということになっております。 

〇 埼玉新聞   もう一点なんですが、昨年からこの問題、記者クラブと担当課さんとや

りとりしているんですが、その中でたしか調査を行っていると思うんです

ね。調査を行いましたというレクが、昨年の年末ぐらいにたしかあったと

思うんですが、その後分析してどうだったか、それを受けてどうなのかと

いうのが、まだ我々のほうには示されておりません。これ市の予算を使っ

てやっているものですから、そういったものに対してちゃんとですね、報

告をしていただきたいんですが、そのところはどうなっているんでしょう

か。 

〇 市  長   その基準づくりの中で、当然そういった調査も生かしていくということ

と思いますので、そういったときに合わせてお知らせをするということに

なると思います。 

〇 埼玉新聞   調査の分析結果だけでも、出た段階で知らせるべきではないかなと思う

んですが、それはまだ出ていないんでしょうか。 

〇 事務局    地域医療課でございます。 

         結果のほうは、もちろんある程度集約できているんですけども、分析の

ほうはやはりどういうふうにそれを生かすのかということと合わせてお

知らせをさせていただきたいと思いますので、先ほど市長お話あったとお

り、ちょっと時期は未定ですけれども、記者クラブの皆さんと今後につい

てお話をさせていただくときにお示しをさせていただきたいと思ってお

ります。 

〇 埼玉新聞   ただ、予算使ってやっているわけですから、早急に出すべきだと思うん

ですが、いつごろなんでしょうか、時期はおっしゃれないということです

が、そこはある程度やっぱりこのぐらいというのを言っていただかないと、

言っていただいたほうがいいと思うんですが、いかがでしょうか。 

〇 事務局    地域医療課でございます。 

         いろいろな感染症の発生とかもここのところあったところもありますの
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で、できる限り早くとは思っておりますけれども、遅くならない時期にと

いうことで調整をさせていただきたいと思っています。 

〇 埼玉新聞   もう少し、遅くならないというのは、年内ということですか、それとも

年度内でしょうか。もう年は、年はかわっていると思うんですが。 

〇 事務局    年内を目指したいと思っています。 

〇 ＮＨＫ    ＮＨＫです。 

         先ほどですね、お答えあった中で、全国の政令指定都市を調べたところ、

１例１例発表しているところはないと、さいたま市は非常に丁寧に発表し

ているというようなお話でしたけれども、あわせてですね、先ほど年内に

というのにあわせて、全国の政令指定都市で、例えば１０代という形で発

表している政令都市が幾つあるのか、要はですね、さいたま市のように小

学生なのか幼稚園生なのか中学生なのかということも言わないというよ

うな市とかですね、何区というのも言わないというような市が全国の政令

指定都市の中で幾つあるのかというのをあわせて調べていただきたいと

思います。非常に今までいろんなところ、自治体を取材してきましたけれ

ども、さいたま市のこの発表の仕方というのは非常に異常な状態だと思っ

ておりますので、去年から言いづけていますけれども、それもあわせて調

べていただきたいと思います。 

〇 市  長   ほかにはございますか。 

〇 東京新聞   では、幹事質問以外に、代表質問以外で質問がある社はお願いします。 

〇 読売新聞   読売新聞と申します。よろしくお願いします。 

         済みません、クリテリウムの関係なんですが、あと１カ月と迫ってまい

りまして、最後の実行委員会も２５日、控えていると思うんですけども、

冠スポンサー、大会名にもしかしたら冠するかもしれないというお話があ

ったと思うんですが、そのメーンとなるスポンサーの関係が今どのように

なっているのかということが１点と、それから警備体制等ですね、昨年あ

れだけの天候で２０万人近く集客したということで、ことし好天に恵まれ

ますとそれ以上の集客というのが当然見込まれるわけですけども、警備体

その他質問：クリテリウムの冠スポンサーの状況及び

警備体制について
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制についてもし何か決まっていること等ございましたらあわせて教えて

ください。よろしくお願いします。 

〇 市  長   まず、警備体制等については昨年以上に観客が来場する可能性が高いと

考えておりますので、昨年よりコースについては約４００メートル延伸

（したり）するなど、観覧エリアを前回は往復みたいな形の道路が多かっ

たのですが、今回は片道になりますから、半分の道路は観客の皆さんのた

めに見られる場として使えたりするということもございますし、また東西

のアンダーの部分を除いて極力対面交通を避けるなどのコース設計もさ

せていただきました。（さらに）コースに囲まれた規制内道路となるさい

たまスーパーアリーナの南側の西口駅前通り、あるいは合同庁舎１号館、

２号館の間のせせらぎ通りなど、歩行者天国のような活用というのも考え

てございます。 

いずれにしましても、多くの方をできるだけ受け入れられる空間といい

ますか、キャパシティを広げる形でコース設定をし、またそういった場所

を設けるなどということをやっているということが一つと、警備体制その

ものについては今警察を初めとして鉄道事業者とか、消防、あるいは施設

管理者などと詳細については詰めているというところでご理解をいただき

たいと思います。 

         それから、冠スポンサーについては……事務局から。 

〇 事務局    スポーツイベント室です。 

         冠スポンサーにつきまして、ほぼ今決定してございまして、本当に近々

発表できる状況になっています。今ちょっと内部調整していて、本来きょ

う発表できればよかったんですけど、本当に近々発表できる状況です。 

〇 読売新聞   ありがとうございます。 

〇 市  長   ほかにはいかがでしょう。 

〇 共同通信   共同通信です。 

         クリテリウムのことに関してなんですけれども、プラチナサポーターと

Ａサポーターなんですけれども、ちょっとホームページ拝見すると応募期

その他質問：クリテリウムのサポーター応募状況につ

いて
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間が延びていたように思うんですけれども、その応募の状況というのは今

現在どうなっていますでしょうか。 

〇 市  長   そうしたら、じゃ応募状況については、プラチナとＡですか。 

〇 共同通信   はい。 

〇 市  長   個人プラチナサポーターについては、現在、５０口募集をしているとこ

ろ１９口、Ａサポーターについては４５０口申し込んでいるところ

２７４口という状況でございます。 

         募集については、第２次募集という形で現在募集をさせていただいてい

るところでございます。 

〇 共同通信   追加で申しわけないんですけど、あと１カ月というところでですね、結

構厳しい状況なのかなと思うんですけれども、何か第２次募集以外の対策

というのは考えていらっしゃるんでしょうか。 

〇 市  長   現状で、金額的にスポンサーとしては協力はいただけなかったというよ

うな方々もいらっしゃいますので、そういった方々もあわせてご案内等も

させていただきながら、サポーターの方々に、できるだけたくさんの方々

にこういう有料席で見ていただいて、そしてまたご協力をいただこうとい

うことで今取り組んでいるところです。 

〇 朝日新聞   先日ですね、埼玉高速鉄道の三セク債のですね、起債等について県議会

のほうに、県のほうが９月議会に提案するという発表がありましたけども、

さいたま市さんのほうはどういう状況で、いつごろ提案のご予定とかを考

えていますでしょうか。 

〇 市  長   埼玉高速鉄道については、開業当初から多額の有利子負債と当初の見込

みを下回る乗車人員となっておりました。その後、県市による財政支援も

あり、平成２１年度には補助金を除く償却前損益の黒字化を達成し、平成

２２年には平成３１年の経営自立を目的とする経営改革プランを県・市で

策定をいたしました。 

         改革プランに基づく県・市による経営支援と、埼玉高速鉄道株式会社の

経営改革によって、経常損益の赤字は縮小し、償却前損益の黒字が続いて

その他質問：埼玉高速鉄道の三セク債議案等の提案に

ついて
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いたにもかかわらず、リーマンショック、あるいは東日本大震災の影響等

によって輸送人員が伸び悩み、プランを下回る状況が続いておりました。 

この状況では、この改革プランの目標でございます平成３１年度の経営

自立が困難な状況であると判断されますので、このたびの抜本的な経営再

構築の実行に至ったと認識をしております。 

         県のほうの議案としては、埼玉高速鉄道株式会社の経営再構築の支援を

目的とした補正予算、第三セクター等改革推進債の許可申請及び財産の出

資の３議案と聞いております。さいたま市におきましても、現在県と同様

の議案を準備しておりまして、来週中には市議会へ議案を提出したいと考

えております。 

〇 毎日新聞   毎日新聞です。 

         先日市議会の代表質問のほうでも質問がありましたが、また改めてお伺

いしたいんですが、来春の統一地方選の市議会の市議選に向けまして、清

水市長ご自身は立候補される候補、あるいは政党、特定のところに対して

支援をされる考えがあるかどうか、あるいはされるされないにかかわらず

理由をお伺いできればと思うんですが、お願いします。 

〇 市  長   市の代表質問でもお答えをさせていただきましたけれども、私自身は従

来から市民のしあわせの実現のためには特定の党派に偏らない立場で多

くの市民の皆さんの声に耳を傾けて、市民の皆さんと一緒に行動していく

ということが大切であると訴えてまいりました。 

         昨年行われました市長選挙でも、そういった意味で特定の政党に支援を

求めずに、ボランティア選挙を貫いてきたつもりでおります。 

         今回、次期の統一地方選挙への対応については、現時点ではまだ明確な

基準というか方針ということは決めてございませんけれども、基本的には

特定の党派というものには偏らずに、私と同じ理念、方向性というものを

持たれている方については何らかの支援、協力ということも含めて検討し

ていこうとは考えております。ただ、現時点としてはまだ明確にどういう

ふうな協力をするというところまでは、決めておりません。 

その他質問：来春の統一地方選に向けて市長は特定候

補・政党を支持する考えは？
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〇 毎日新聞   追加でお伺いしたいんですけど、ということになりますと、党派にはか

かわらずに、清水市長の政策に賛同されるという意を示された候補の方に

は支援をするように現段階では考えているということでよろしいでしょ

うか。 

〇 市  長   そうですね、はい。結果として、党全体がということになることもある

かもしれないし、そうではなくてばらばらにということになるかもしれま

せんし、それはちょっとわかりません。 

         また、現状としてどういう形でご支援するか、誰をご支援するかという

ことについては、まだ明確なものは何もございません。 

〇 埼玉新聞   先ほどの高速鉄道の件なんですが、来週中に補正予算を提出する予定と

いうことですが、今の時点でどのぐらいの規模の補正予算を提出される予

定でしょうか。 

〇 市  長   現在精査中でございます。 

〇 埼玉新聞   それによってですね、経営再建と、あとその先には岩槻の延伸をどうす

るかという話があると思うんですが、そのことについて、この三セク債を

することで今後の高速鉄道の経営の改善等に期待すること、市長が期待す

ることをちょっとお聞かせください。 

〇 市  長   そうですね、基本的には今回の埼玉高速鉄道の経営再建ということと地

下鉄７号線の延伸ということは、別個の問題であるという考え方をしてお

ります。 

         ただ、もう一方で、県とさいたま市が、地下鉄７号線の延伸に関して示

しておりました、いわゆる４原則２課題というものがございますけれども、

その一つが埼玉高速鉄道のより一層の経営改善を図るということが課題

の一つに挙げられておりますので、埼玉高速鉄道の経営改善によって、ま

た早期の経営自立が達成されれば延伸線の鉄道事業者としての埼玉高速

鉄道の活用も可能となるというようなことなども考えられなくはないと

いうことはあろうかと思いますけども、延伸のハードルが下がってくると

いうようなことは言えると思いますが、基本的には今申し上げましたとお

り、埼玉高速鉄道の経営再建という問題と延伸という問題は、別個の問題

その他質問：埼玉高速鉄道関連補正予算の規模は？
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であると考えています。 

〇 埼玉新聞   埼玉新聞と申します。 

         先ほどのちょっとクリテリウムの話に戻ってしまうんですけれども、先

ほど市長は、今年の来場者は去年を上回るという予想ということだったん

ですけれども、観客の受け入れ体制ということなんですけれども、同時に

サイクルフェスタですとか、さいたまるしぇですとか開催されるイベント

もあると思うんですが、去年の例にとると２０万人の方がいらっしゃって、

そこで飲んだり食べたり、消費みたいなことをするというふうに思われる

んですけれども、市としてですね、地元の商店街ですとか商店ですとか飲

食店さんとかに、何かその日はこんな感じですという特別なお声がけです

とか、連携体制ですとか、何か市のほうで取り組んでいらっしゃることが

あれば教えていただきたいんですが。 

〇 市  長   そうですね、まず今お話がありましたとおり、基本的にはさいたまるし

ぇという形で、もちろんフランスのいろんな食文化も来ますけれども、地

元の自慢の食を集めた形のさいたまるしぇという形で行いますので、そう

いったものをご活用いただくと。 

前回は天気が非常に悪かったので、仕入れの関係ですとか、それなりに

配慮されてやっていたんだろうと思いますけれども、今回昨年度の事例が

ありますので、そういったことも十分配慮した形で行っていただけるだろ

うということを考えておりますし、また加えて、今さいたま市の商店街連

合会にご協力をいただいて、地域商店街の活性化事業と連動させてＰＲの

バナーを掲出していただいたり、協力をしているところでありますので、

そういった流れの中で周辺の商店街等についても何らかの対策というか、

要するに見に来ていただいた方々を誘導できるような方法なども今後協議

して進めていければとは考えております。 

その他質問：クリテリウム開催の際の地元商店街等と

の連携について

その他質問：岩槻人形会館の移転開設時期及び建設予

定地の活用方策について
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〇 読売新聞   岩槻人形会館について２点ほどお伺いします。 

         現在ですね、旧岩槻区役所の庁舎の跡地の検討委員会のほうで、その跡

地に人形会館をつくるという案がですね、支持されていて、それで恐らく

そこに建てられるんだろうなというふうになると思うんですが、事前に購

入している１２億円の土地ですね、岩槻城址公園の近くに購入している土

地の活用について、現時点で市として何らかの活用方法を検討している段

階なのか、それが１点と、あと結局人形会館自体いつできるのかというの

が、各方面に取材してもですね、なかなか明確な感触は得られなかったの

で、市長としてどのように考えるか、教えていただけますか。 

〇 市  長   まずは現在の予定地はどういうふうにされるのかということであります

けど、現時点ではまだどこにということは正式には決定をしておりません。 

いろいろ協議をしている最中でありまして、今お話のあったとおり旧岩

槻区役所の跡地ということも、今跡地の利用の検討委員会の中でご議論を

いただいているというところであります。その中で、もし変更になった場

合については現状の場所をどう活用するかということについても、しっか

りと検討して活用していきたいと思っております。 

         そして、開館の時期については、現状としてはまだこれも正式にどの場

所でやるというようなことが決定してございませんので、ただ現状として

準備委員会等で２０２０年に東京オリンピック・パラリンピックが開かれ

るということを踏まえて、プレ大会ぐらいまでには開館をしてほしいとい

うような要望といいますか、声もございますので、そういったことを十分

に認識をしつつ、できるだけそういったタイミングで開館ができるという

状況が生まれてくれば、この日本の文化、あるいはさいたま市の文化を世

界の人に発信ができるというようなことにもつながっていくと思います

ので、そういったことも含めて検討し、決定をしていきたいと考えており

ます。 

〇 読売新聞   わかりました。ありがとうございます。 

〇 東京新聞   よろしいでしょうか。 

         以上で記者からの質問を終わります。 

〇 進  行   以上をもちまして、市長定例記者会見を終了させていただきます。
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         次回の開催は１０月２日木曜日、１時半からを予定しておりますので、よ

ろしくお願いいたします。ありがとうございました。

午後２時４１分閉会

※この議事録は、明らかな言い直し、重複した言葉遣い、話し言葉などを読み

易く整理したものを掲載しています。なお、会見後追加・訂正・補足等され

た文言等については（  ）とし、下線を付しています。


